
機体と使用者情報の確認・変更



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更

機体情報の確認/変更の開始

所有機体を確認する

所有機体の一覧及び詳細ページで情報を確認します。

機体情報の確認/変更の完了

申請者のメールアドレスにメールが通知されます。

所有機体の一覧を開く
メインメニュー画面で「機体情報・使用者情報の確認/変更」ボタンを選
択します。

機体・使用者情報を変更する機体を選択する

機体・使用者情報を変更する機体を選択して変更の手続きに進みます。

使用者情報を変更する

使用者の情報を変更します。

変更内容を確認して変更届出をする

変更内容を確認して誤りが無ければ変更届出をします。

機体情報を変更する

機体やリモートID機器等の情報を変更します。

機体と使用者の情報を確認・変更します。

到達確認をする
所有者として登録された方へ確認のメールが送付されるので、メールを
開いて到達確認を行います。
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機体と使用者情報の確認・変更に必要なもの

個人 法人

変更後の機体の情
報 • 製造者名

• 型式名
• 機体の種類
• 製造番号
• リモートID有無

【改造した機体や自作した機体の場合は下記の情報も必要です】
• 機体重量
• 最大離陸重量
• 機体寸法
• 改造の概要 ※改造した機体の場合
• 機体の画像（全体/上面、前面、側面、操縦装置）

【リモートIDが外付型の場合は下記の情報も必要です】
• リモートID機器製造者名
• リモートID機器形式
• リモートID機器製造番号

変更後の使用者の
情報

• 氏名
• 住所
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所

の所在地

• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• メールアドレス

その他 • ドローン情報基盤システムのアカウント

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。
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機体と使用者情報の確認・変更【所有機体の一覧を開く】

「所有者本人が手続きする場合はこちら」の枠
の中にある「機体情報・使用者情報の確認/変
更」ボタンを選択します。

所有機体の一覧画面が開きます。
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機体と使用者情報の確認・変更【所有機体を確認する】

所有機体が一覧で表示されます。

また、登録記号・製造者・型式・使用者氏名に
よる機体の部分一致検索が可能です。

機体・使用者に関する詳細情報を確認したい場
合は「詳細」ボタンを選択して、詳細画面を開
きます。

機体・使用者情報の確認は以上です。

引き続き、機体情報を変更するには以降の手順
を続けます。

~ ~
~ ~
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機体と使用者情報の確認・変更【機体・使用者情報を変更する機体を選択する】

所有機体の一覧で、機体・使用者情報を変更し
たい機体にチェックを付けます。複数の機体を
選択することができます。

機体を選択したら「機体・使用者情報の変更」
ボタンを押します。

ｋ

~ ~
~ ~

~ ~
~ ~

所有者情報（電話番号・メールアドレスなど）が異なる機
体を複数選択していた場合はダイアログが表示されます。
ダイアログ表示された内容を確認し、「OK」「キャンセ
ル」を押してください。
この機能は同一の所有者の機体において新旧の情報が混在
するのを避けるための機能です。

選択した機体が一覧で表示されるので、確認の
うえ「変更する機体・使用者情報の入力」ボタ
ンを押します。

機体・使用者情報の変更フォームが開きます。
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機体と使用者情報の確認・変更【機体情報を変更する】

機体情報に変更がある場合は「機体情報に変更はあり
ますか？」の問いに対して「はい」を選択し、変更後
の機体情報を入力します。

製造区分、製造者名、型式名、機体の種類、製造番号
を変更することはできません。これらの変更が必要な
場合は新しい機体として新規登録をしてください。

無人航空機の登録義務化に伴い、機体への物理的な登
録記号の表示に加え、識別情報を電波で遠隔発信する
リモートID機能を機体に備えなければなりません。
リモートID機器等を新たに搭載、変更した場合は、変
更申請を行ってください。

複数の機体を選択した場合は使用者情報の確認・変更
後に「他の機体・使用者情報を入力」ボタンを押して
機体を切り替えてください。

選択した機体全ての確認・変更が完了したら「確認」
ボタンを選択します。

確認画面が開きます。

見出しを押すとフォームが開きます
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機体と使用者情報の確認・変更【使用者情報を変更する】

所有者と使用者が同じである場合は「所有者と
使用者は、同一人物ですか？」の問いに対して
「はい」を選択してください。

所有者と使用者が別の場合は、変更後の使用者
の情報を入力してください。

複数の機体を選択した場合は、機体情報の確
認・変更後に「他の機体・使用者情報を入力」
ボタンを選択して、機体を切り替えます。

選択した機体全ての確認・変更が完了したら
「確認」ボタンを選択します。

確認画面が開きます。

見出しを押すとフォームが開きます
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機体と使用者情報の確認・変更【変更内容を確認して変更届出をする】

入力した情報を確認し、機体・使用者情報変更の届出をします。修正が
必要な場合は「戻る」ボタンを押すと入力ページに戻って修正が可能で
す。同時に所有者情報を変更する場合は「所有者の修正」ボタンを押す
と修正フォームが開き修正ができます。方法については所有者情報の確
認・変更のマニュアルをご覧ください。
入力した情報に問題がなければ「変更申請」ボタンを押します。

機体と使用者情報の変更のために所有者情報が異ってなる機体を複数選
択していた場合、選択した機体の中で所有者情報の最終更新日が最も新
しい機体の所有者情報に統一される旨のダイアログが表示されます。改
めて確認、変更が必要な場合は「キャンセル」ボタンを押してダイアロ
グを閉じ、所有者情報の確認を行ってください。
届出内容に不備が無ければ、所有者として登録した方のメールアドレス
と電話番号に確認用メールとショートメッセージが送信される旨のダイ
アログが表示されます。問題が無ければ「OK」ボタンを押します。

所有者として登録した方のメールアドレスに到達確認のメールが送付さ
れますので、すぐにメールを確認して到達確認の手順へ進みます。
所有者情報を変更する際にマイナンバーカードで本人確認を行った場合
は認証のためにマイナンバーカードをもう一度読み取る必要があります。
ダイアログが開きますのでダイアログの説明を確認のうえ「OK」ボタ
ンを押します。
※到達確認が完了するまで届出の処理が保留になりますので、到達確認まで続けて
操作してください。
※ショートメッセージには到達確認URLは送付されません。メールをご確認頂き、
認証を行ってください。
※再申請の場合はショートメッセージは送信されません。

~ ~



ドローン登録システム 操作マニュアル

機体と使用者情報の確認・変更【到達確認をする】

所有者として登録された方の電話番号がショー

トメッセージを受信できる端末の場合、到達確

認の手順についてのショートメッセージも併せ

て送付いたします。

※到達確認はSMSでは行えません。

※SMSの発信元は「DIPS-REG」です。
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機体と使用者情報の確認・変更【到達確認をする】

到達確認のメールを開きメールの宛先を確認し
ます。宛先が所有者本人であり届出の手続きを
進めている場合は到達確認用のURLを押して
メールアドレスの認証を完了させます。

マイナンバーカードで本人確認を行った場合は
ここで「署名用電子証明書の暗証番号（6桁～
16桁）」と「利用者証明用電子証明書の暗証番
号（4桁）」を入力します。

到達確認が完了すると届出内容の確認が行われ
ます。届出内容に不備がある場合はアカウント
に登録されているメールアドレスに通知させて
頂くことがあります。

手続きの状況は申請状況一覧のページで確認で
きます。

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********
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機体と使用者情報の確認・変更【到達確認をする】

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

https://www.dips-reg.milt.go.jp/*********

※スマートフォンで申請した場合、申請したス
マートフォン上でメール等の別のアプリを開いて
約10秒を経過すると、ブラウザの仕様から申請が
失敗する場合があります。

このような場合はメール受信の通知から素早く確
認をして頂くか、別の端末(PC、タブレットなど)
にてメールを確認頂く、もしくはPCから申請して
頂くようお願いします。


